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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
五
七
年
四
月
一
一
一
一
一
日
(
金
)
一
時
半

i
五
時

「
ソ
述
の
東
欧
政
策
1
l
-
九
回
三
年

t
一
九
凶
八
年
|
|
」

報

告

者

北

海

辺

大

学

助

子
秋
野
山
弘
氏

出

席

者

二

O
名

第
二
次
大
戦
後
東
欧
に
成
立
し
た
「
人
民
民
主
主
義
」
の
確
立
過
程
を
側
々

の
園
内
情
勢
を
抜
き
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
あ
っ
て
ソ

速
の
果
し
た
役
割
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

た
と
え
ば
東
欧
諸
革
命
の
成
立
過
程
を
あ
る
鋭
準
に
照
ら
し
て
分
析
す
る
な
ら

守
は
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ

|
l
l
ハ
一
)
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
・
ア
ル
パ
ユ
ァ
、
合
一
〉

チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
(
一
ニ
)
ル
ー
マ
ニ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ブ
ル

ガ
リ
ア

i
ー
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
、
が
で
主
、
ま
た
こ
の
グ
ル
ー
プ
分
け
は
ソ

連
と
の
地
理
的
距
離
関
係
に
お
い
て
有
意
味
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

報
告
者
は
こ
の
観
点
か
ら
ソ
速
の
第
二
次
大
戦
後
半
期
の
政
策
に
立
ち
反
り

つ
つ
、
い
か
に
ゾ
速
の
対
東
欧
政
策
が
地
理
的
な
要
素
を
重
要
説
し
た
上
で
形

成
さ
れ
実
行
さ
れ
た
の
か
を
説
明
し
た
。
ま
た
質
疑
応
答
に
お
い
て
は
、
領
土

問
題
と
政
策
問
題
と
の
結
び
つ
き
等
を
巡
っ
て
活
発
な
論
議
が
行
わ
れ
た
。

O
昭
和
五
七
年
四
月
二
八
臼
(
木
)
午
後
二
時
i
四
時
半

「S
E
C
規
則
m
b
l
5
の
域
外
適
用
の
鉱
張
と
国
際
法
に
お
け
る

管
結
権
の
原
則
」

小
樽
商
科
大
学
助
教
授

清
水
宗
雄
氏

一
五
名

米
国
述
邦
一
証
券
諸
法
の
主
た
る
詐
欺
防
止
規
定
で
あ
る
S
E
C
規
則
叩
b
|

5
は
、

ω開門
U

〈
・
の
ロ
ば

H
5
2
5己
C
ロ
回
二
川
区
田
口

2
向
。
弓
・
(
一
九
六
三
年
)
以

来
、
域
外
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
判
例
上
確
立
し
て
お
り
、
回

2
2
r
d、・
0
円

O
H
o
-

HtAW印件
S
F
E
n
-
〔
一
九
七
五
年
)
に
お
い
て
域
外
通
用
の
認
め
ら
れ
る
範
囲

の
基
準
が
示
さ
れ
た
が
、
必
ず
し
も
明
維
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
、

ω史
U

4
・
同

gmO吋
(
一
九
七
七
年
)
、
〔
U
C
5
5
0
5曲
目
。

3
5
(〉
=
2
2口白
)Muq-

va・
4
・
-
M

白
丘
四
日
口
。
戸
田

2《
F
E
n
-
(
一
九
七
九
年
)
な
ど
で
は
、
級
外
適
用

の
範
囲
が
拡
張
さ
れ
て
い
る
。
〈
但
し
、
出
合
ロ

2
1
r・の・〈・
(
U
O
B
宮
間
三
冊

目白骨叩ロ冨昨日
C
ロ
己
申
H
M
O
E
門
戸
wH
口
問
。
同
同
国
阻
止
』
己
冊
。
H
H
E
C
ロ
3
3廻
四
}
】
切
ロ
ロ

ω・〉・

(
一
九
七
九
年
)
の
様
に
、
極
端
な
拡
張
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い

J

こ
の
よ
う
に
域
外
適
用
の
範
囲
が
拡
張
さ
れ
る
と
国
際
法
上
問
題
が
生
じ

ぞ
す
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
判
例
に
お
け
る
国
際
法
へ
の
言
及
は
規
則

ω
b
l
5
の
域
外
適
用
が
主
観
的
属
地
主
義
又
は
客
観
的
属
地
主
義
に
よ
り
恨

拠
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。
本
報
告
は
、
規
則
m
b
1
5
の
域

外
適
用
を
律
す
る
国
際
法
の
原
則
が
他
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に

主
張
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

管
特
権
は
主
権
の
行
使
の
最
も
明
白
な
形
態
の
一
つ
で
あ
り
、
域
外
適
用
も

報
告
者

出
席
者
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報

韓
日
結
権
の
行
使
で
あ
る
限
り
、
主
権
に
関
す
る
国
際
法
の
原
則
に
よ
り
制
限
が

課
せ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
制
限
に
よ
り
、
国
内
法
の
域
外
適

用
に
は
、
山
管
轄
権
の
対
象
と
管
轄
権
の
淵
源
の
聞
に
実
質
的
か
つ
真
正
の
結

合
が
あ
る
こ
と
、
凶
他
国
の
国
内
管
轄
権
に
属
す
る
事
項
に
干
渉
し
な
い
こ
と

間
適
合
性
、
相
互
性
及
び
比
例
性
の
原
則
に
従
う
こ
と
、
の
三
つ
の
条
件
が
課

せ
ら
れ
る
こ
と
が
解
釈
上
導
き
出
さ
れ
る
。
以
上
の
条
件
を
前
述
の
諸
判
例
の

事
案
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
の
中
に
は
規
則
m
b
|
5
の
域
外
適
用

が
国
際
法
上
容
認
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
u

そ

の
他
規
則
叩

b
l
5
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
、
以
上
の
条
件
を
課
す
る
と
ど
う

な
る
か
を
具
体
的
事
件
か
ら
離
れ
て
検
討
す
る
こ
と
も
行
っ
た
。

以
上
の
報
告
に
対
し
て
、
様
々
の
有
益
な
質
問
・
意
見
が
提
出
さ
れ
た
が
、

中
で
も
米
国
の
他
の
圏
内
法
に
も
減
外
適
用
が
広
範
囲
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の

が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
も
前
述
の
よ
う
な
国
際
法
の
原
則
に
よ
る
制
限
が
考

え
ら
れ
る
こ
と
や
、
解
釈
上
導
き
出
さ
れ
た
以
上
の
よ
う
な
制
限
が
実
際
の
裁

判
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
可
能
性
な
ど
に
つ
い
て
の
質
問
は
、
特
に
興
味
深
い

問

題

を

提

供

す

る

も

の

で

あ

っ

た

。

(

清

水

章

錐

)
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